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中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）の交付については、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則第９

号。以下「規則」という。）及び補助金等の交付手続に関する特例規則（平成１８

年中津市規則第７号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、日本学生支援機構等の奨学金を利用して保育士等の資格を取 

 得し、市内の私立保育所等に就職した者が奨学金を返還するために要した費用の一 

 部を補助することにより、就職後の経済支援を行い、持って保育士人材の確保・定 

 着及び離職防止を図ることを目的とする。 

（補助金対象経費等） 

第３条 市長は、前条の目的達成に資するために必要な経費のうち、補助金交付の対 

 象として市長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲 

 内で補助金を交付する。 

２ 補助金の額は、交付申請書を提出する日の属する年度の前年度において返還した 

 奨学金の額とする。ただし、６万円（月額５千円）を上限とし、千円未満の端数が 

 ある場合は、これを切り捨てるものとする。 

（定義） 

第４条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

 ろによる。 

 (１) 保育士等の資格 保育士資格又は幼稚園教諭資格をいう。 

 (２) 私立保育所等 私立認可保育所、私立認定こども園、私立の家庭的保育    

   事業等及び認可外保育施設（ただし、児童福祉法第５９条の２の規定により  

   届出をした施設）をいう。 

 (３) 指定保育士養成施設等 児童福祉法第 18 条の６に基づき厚生労働大臣の指 

   定する保育士を養成する学校その他の施設（幼稚園教諭資格の取得につい   

ては学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学も含む）を 

   いう。 



 (４)  日本学生支援機構等の奨学金 日本学生支援機構奨学金、その他貸与型の奨学 

   金で市長が認めるものをいう。 

（補助対象者の要件） 

第５条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号の要件をすべて満たすものとす 

 る。 

 (１) 指定保育士養成施設等で就学中に日本学生支援機構等の奨学金を利用して、  

   保育士資格等の資格を取得したこと。 

 (２) 指定保育士養成施設等を卒業後、市内の私立保育所等に週３０時間以上の勤 

   務を要する保育士として就職し、２年間以上継続して勤務する見込みであるこ

と。 

 (３) 市内で就職した日の属する年度において、在学期間中に修学のため借り入れ  

   た奨学金の返還を行っていること。 

 (４) 中津市内に住所を有し、居住していること。 

（補助対象者の認定等） 

第６条 この補助対象者の認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は、  

 中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金補助対象者認定申請書（第

１号様式）に次の各号に掲げる書類を添付し、市内に就職した年度に市長に申請し

て補助対象者の認定を受けなければならない。 

 (１) 在職証明書（第２号様式。申請時点のもの。） 

 (２) 指定保育士養成施設等の卒業を証するもの及び資格を証するもの 

 (３) 奨学金の貸与を受けたことを証するもの 

２ 市長は、補助対象者の認定をしたとき又は却下したときは、それぞれ中津市保育 

 士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金補助対象者認定通知書（第３号様式）

又は中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金補助対象者申請却下通

知書（第４号様式）により認定申請者に通知するものとする。 

３ 認定申請者は前項の認定を受けた後、前条に規定する要件を満たさなくなったと 

 きは、速やかに中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金補助対象者

認定辞退届（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の届出がない場合であっても、前条に規定する要件を満たさなくな 

 った事実を確認した場合には、補助対象者の認定を取消し、中津市保育士・幼稚園

教諭奨学金返還支援事業費補助金補助対象者認定取消通知書（第６号様式）により

通知するものとする。 

（補助対象期間） 

第７条 この補助金の交付対象となる期間は、前条第２項の規定により市長が補助対 

 象者の認定をした日（以下「補助対象者認定日」という。）から５年を経過する日の 

 属する年度の３月３１日（奨学金の返還が、補助対象者認定日の属する年度の５月

以降から始まる場合は、最初の返還から５年を経過する日まで）又は奨学金の返還

が終了した日のいずれか早い日までとする。  

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「交付申請者」という。）は、中津 



 市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金交付申請書（第７号様式）に次

の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。 

 (１) 在職証明書（第２号様式。申請時点のもの。） 

 (２) 貸与を受けた奨学金の返還条件を証するもの 

 (３) 中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金補助対象者認定通知

書の写し 

 (４) その他市長が必要と認める書類 

（補助条件） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達 

 成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 

 (１) 認定の内容を変更する場合は、中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事

業変更承認申請書（第８号様式）を市長に提出し、その承認を受けること。 

 (２) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

   第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同 

   法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有 

   する者であるときは、この補助金の交付の対象としない。 

 (３) その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。 

（補助金の交付決定の通知） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をしたとき又は交付をしないことの決定を  

 したときは、それぞれ中津市保育士・幼稚園教諭等奨学金返還支援事業費補助金交

付決定通知書（第９号様式）又は中津市保育士・幼稚園教諭奨学金返還支援事業費

補助金不交付決定通知書（第１０号様式）により交付申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げのできる期間） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当該通知 

 に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当 

 該通知を受けた日から起算して１５日以内に、書面により申請の取下げをすること 

 ができる。 

（補助金の交付方法） 

第１２条 この補助金は、精算払の方法により交付する。 

（補助金の交付請求） 

第１３条 交付決定者が、補助金の交付を請求しようとするときは、中津市保育士・

幼稚園教諭奨学金返還支援事業費補助金交付請求書兼実績報告書（第１１号様式）

に奨学金の返還をしたことを証明する書類その他必要な書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

（書類の提出部数） 

第１４条 市長に提出する書類の部数は１部とし、その様式及び提出期限は、この要 

 綱に定めるもののほか、別に市長が定めるところによる。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当した場合に 

 は、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 



 (１) 本補助金の収受及び使用について、規則及び本要綱の規定に従わないとき。 

 (２) 市内の私立保育所等に就職した日から２年を経過する日の前日までに自己都 

   合により離職したとき。 

２ 規則第１５条及び第１６条第１項に規定する補助金の返還及び加算金の納付は、 

 当該補助金の返還を命ぜられた日から起算して３０日以内とし、期限内に納付がな 

 い場合は、未納に係る金額に対して、規則第１６条第２項に規定する延滞金を課す 

 る。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別 

 に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の 

失効前に完了した事業に係る第９条第４号に規定する条件及び第１３条から第１

５条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 

附 則（令和元年６月１４日中津市告示第３１号） 

（施行期日） 

 この告示は、公示の日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月３１日中津市告示第１０８号） 

（施行期日） 

 この告示は、公示の日から施行し、令和３年度に交付する補助金から適用する。 

附 則（令和４年中保運暦第９号） 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 

様式（省略） 


